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議案甲第１２号 

 

   専決処分の承認について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、多

久市税条例の一部を改正する条例について、次のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定により報告し、市議会の承認を求める。  

 

 

   令和８年６月３日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

 地方税法等の一部改正に伴い、多久市税条例の一部を改正する条例を専決処

分したので、承認を求める必要がある。  
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専決第３号 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、多

久市税条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分する。  

 

 

   令和８年３月３１日 

 

                 多久市長  香 月  正 則 
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別紙    

 

   多久市税条例の一部を改正する条例  

 

 多久市税条例（昭和２９年多久市条例第４４号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第１８条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。  

第１９条中「、第８１条の６第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第

８１条の６第１項の申告書、」を削る。  

第３３条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「。）」

の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を加え

る。 

第８０条第１項を次のように改める。  

 軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。  

第８０条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、

第１項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽

自動車税を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」

に改め、同項を同条第２項とする。  

第８１条第１項を次のように改める。  

  軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保して

いる場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。  

第８１条第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項

及び第４項を削る。  

第８１条の２を削る。  

第８１条の２の２（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改め、

同条を第８１条の２とする。  

第８１条の３から第８１条の８までを削る。  

第８２条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。  
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第８３条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。  

第８５条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。  

第８７条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種

別割」を「軽自動車税」に、「施行規則第３３号の４の２様式」を「施行規則

第３３号の４様式」に改め、同条第２項及び第３項中「施行規則第３３号の４

の２様式」を「施行規則第３３号の４様式」に改める。  

第８８条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。  

第８９条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。  

第９０条の見出し並びに同条第１項、第２項、第４項及び第５項中「種別割」

を「軽自動車税」に改める。  

第９１条第２項中「第８０条第３項ただし書」を「第８０条第２項ただし書」

に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」を「軽自動

車税」に改める。  

附則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。  

附則第７条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税

額控除）」を付し、同条第１項中「居住年が平成１１年から平成１８年まで又

は」を「同法第４１条第１項に規定する居住年が」に、「において、前条第１

項の規定の適用を受けないときは」を「には」に、「附則第５条の４の２第５

項」を「附則第５条の４第５項」に改め、同条第２項中「附則第７条の３の２

第１項」を「附則第７条の３第１項」に改め、同条を附則第７条の３とする。  

附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項

中「、附則第７条の３の２第１項」を削る。  

附則第１０条の２第２項中「４分の３」を「５分の４」に改め、同条第３項

中「附則第１５条第１４項」を「附則第１５条第１３項」に改め、同条第４項

中「附則第１５条第２５項第１号イ」を「附則第１５条第２４項第１号イ」に、

「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２５項第

１号ロ」を「附則第１５条第２４項第１号ロ」に、「３分の２」を「２分の１」

に改め、同条第６項中「附則第１５条第２５項第１号ハ」を「附則第１５条第

２４項第１号ハ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第７項中「附
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則第１５条第２５項第１号ニ」を「附則第１５条第２４項第１号ニ」に、「３

分の２」を「２分の１」に改め、同条第８項を削り、同条第９項中「附則第１

５条第２５項第３号イ」を「附則第１５条第２４項第３号イ」に、「４分の３」

を「３分の２」に改め、同項を同条第８項とし、同条第１０項中「附則第１５

条第２５項第３号ロ」を「附則第１５条第２４項第３号ロ」に、「４分の３」

を「３分の２」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項を削り、同条第

１２項中「附則第１５条第２５項第４号イ」を「附則第１５条第２４項第４号」

に、「２分の１」を「４分の３」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第１

３項及び第１４項を削り、同条第１５項中「附則第１５条第３２項」を「附則

第１５条第３１項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１６項中「附則

第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０項」に改め、同項を同条第１２項

とし、同条中第１７項を第１３項とし、第１８項を第１４項とし、同条に次の

１項を加える。 

１５ 法附則第１５条の１１第１項に規定する条例で定める割合は、３分の１

とする。 

附則第１０条の３第７項中「附則第１２条第１６項」を「附則第１２条第１

７項」に改め、同条第８項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２

０項」に改め、同条第９項第４号中「附則第１２条第２３項」を「附則第１２

条第２４項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２

条第２５項」に改め、同条第１０項第５号及び第１２項第５号中「附則第１２

条第３１項」を「附則第１２条第３２項」に改め、同条第１５項中「附則第１

２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改め、同条第１６項中「改修実

演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）

第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化

に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の

公演の用に供する施設である」を「施行規則附則第７条の２第１項に規定する

補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築
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物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第

１７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設

の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号を次のように改

める。 

(３) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令

（平成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の

条例で定める同法第２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）のい

ずれに該当するかの別  

附則第１５条の２から附則第１５条の６までを削る。  

附則第１６条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条

第３項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、

「から第４項まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２

項中「令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで」を「令和７年４月１日

から令和１０年３月３１日まで」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中

「法第４４６条第１項第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令

和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受け

た日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削

り、同条第４項を削る。  

附則第１６条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」

を削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項

中「の種別割」を削る。  

附則第１６条の３第３項第２号、第１６条の４第３項第２号及び第１７条第

３項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及

び附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第１７条の２第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に

改める。 
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附則第１８条第５項第２号、第１９条第２項第２号及び第２０条第２項第２

号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則

第７条の３第１項」に改める。 

附則第２０条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第２０条の３第２項

第２号及び第５項第２号中「、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」

を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（固定資産税に関する経過措置）  

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の多久市税条例

（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和８年

度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資産

税については、なお従前の例による。  

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地

方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による

改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」とい

う。）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。  

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条

の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改

修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例に

よる。 

（軽自動車税に関する経過措置）  

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分

の軽自動車税について適用する。  

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動

車税の環境性能割については、なお従前の例による。  
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３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例

による。 

（多久市税条例の一部を改正する条例の一部改正）  

第４条 多久市税条例の一部を改正する条例（平成２６年多久市条例第６号）

の一部を次のように改正する。  

  附則第６条中「の種別割」を削る。  
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議案甲第１３号 

 

   専決処分の承認について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、多

久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、次のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定により報告し、市議会の承認を求める。  

 

 

   令和８年６月３日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

 地方税法施行令等の一部改正に伴い、多久市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例を専決処分したので、承認を求める必要がある。  
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専決第４号 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、多

久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処

分する。 

 

 

   令和８年３月３１日 

 

                 多久市長  香 月  正 則 
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別紙 

 

   多久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 

 多久市国民健康保険税条例（昭和２９年多久市条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。  

 

 第２条第２項ただし書中「６６万円」を「６７万円」に改め、同条第５項に

次のただし書を加える。  

ただし、加算後の額が３万円を超える場合においては、子ども・子育て支

援納付金課税額は、３万円とする。  

 第２１条中「６６万円」を「６７万円」に、「キ及びクに掲げる額を減額し

て得た額」を「キからケまでに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が３万円を超える場合には、３万円）」に改め、同条第１号中クをケとし、

キの次に次のように加える。  

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳

以上被保険者均等割額  １８歳以上被保険者 (第１条第２項に規定する

世帯主を除く。 )１人について７０円  

第２１条第２号中「３０万５千円」を「３１万円」に改め、同号中クをケと

し、キの次に次のように加える。  

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳

以上被保険者均等割額  １８歳以上被保険者 (第１条第２項に規定する

世帯主を除く。 )１人について５０円  

第２１条第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同号中クをケとし、

キの次に次のように加える。  

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳

以上被保険者均等割額  １８歳以上被保険者 (第１条第２項に規定する

世帯主を除く。 )１人について２０円  

第２１条の４各号列記以外の部分中「課する所得割額及び被保険者均等割額」
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を「課する所得割額並びに被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額」

に改め、「減額後の被保険者均等割額」の次に「及び１８歳以上被保険者均等

割額」を加え、「当該所得割額及び被保険者均等割額」を「当該所得割額並び

に被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額」に改め、同条第１号中

「第２４条の３０の５」を「第２４条の３０の６」に改め、同条に次の１号を

加える。 

 (９) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の１８歳以上被保険者均等割額  当該出産被保険者につき第９条の５の

規定により算定した１８歳以上被保険者均等割額（第２１条に規定する

金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の１８歳以上被

保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額  

 第２１条の４の次に次の１条を加える。  

 （１８歳未満被保険者の均等割額の減額）  

第２１条の５ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する

日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」

という。）がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育

て支援納付金課税額の被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する１

８歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額（第２１条、第２１条の

３又は前条に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額

後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、当該被

保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。  

 附則第３項、第４項及び第６項から第１３項までの規定中「第８条」の次に、

「、第９条の３」を加える。  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 （適用区分） 
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２ この条例による改正後の多久市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。  



 14 

議案甲第１４号 

 

   多久市印鑑条例の一部を改正する条例  

 

 多久市印鑑条例（昭和５０年多久市条例第２１号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第１３条第１項ただし書を次のように改める。  

  ただし、登録者が自ら行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する

個人番号カード（以下「個人番号カード」という。）、出入国管理及び難民

認定法（昭和２６年政令第３１９号）第１９条の１５の２第１項に規定する

特定在留カード（以下「特定在留カード」という。）又は日本国との平和条

約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３

年法律第７１号）第１６条の２第１項に規定する特定特別永住者証明書（以

下「特定特別永住者証明書」という。）を添えて当該申請を行う場合は、登

録証の添付を省略することができる。  

 第１３条第２項中「個人番号カード」の次に「、特定在留カード若しくは特

定特別永住者証明書」を加える。  

 第１３条の２第１号中「記録した個人番号カード」の次に「、特定在留カー

ド又は特定特別永住者証明書」を加える。  

 第１５条第１号中「個人番号カード」の次に「、特定在留カード若しくは特

定特別永住者証明書」を加える。  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 上記の議案を提出する。  
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   令和８年６月３日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

出入国管理及び難民認定法等の一部改正に伴い、条例の一部を改正する必要

がある。 
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議案甲第１５号 

 

   多久市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例     

 

 多久市子どもの医療費の助成に関する条例（平成元年多久市条例第４３号）

の一部を次のように改正する。  

 

 第２条第３項第７号を削る。  

 第３条第２項を削る。  

 第３条の２第１項中「第１号対象者の保護者」を「助成対象者」に改め、同

条第２項を削る。  

 第４条第１項中「第１号対象者の保護者」を「助成対象者」に改め、同条第

２項中「第１号対象者の保護者」を「助成対象者」に改め、「一部負担金」の

次に「又は医療費の全額」を加え、同条第３項中「第１号対象者の保護者」を

「助成対象者」に改め、同条中第４項を削り、第５項を第４項とする。  

 第５条中「第１号対象者の保護者」を「助成対象者」に改める。  

 第６条第１項及び第２項中「第１号対象者の保護者」を「助成対象者」に改

め、同条第３項中「、第３項及び第４項」を「及び第３項」に改め、同条第４

項中「一部負担金」の次に「又は医療費の全額」を加える。  

 第７条の見出し中「制限」を「制限等」に改め、同条第１項中「子ども」を

「、子ども」に改め、同条第３項を次のように改める。  

３ 第４条の規定にかかわらず、助成対象者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、この条例に定める助成をしないものとする。  

 (１) 多久市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例（昭和５５年多久市条

例第２８号）により医療費の助成を受けるとき。  

 (２) 多久市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例（昭和５８年多久

市条例第２号）により医療費の助成を受けるとき。  

 第７条第４項を削る。  

 第８条中「第１号対象者の保護者」を「助成対象者」に改める。  
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１１月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の多久市子どもの医療費の助成に関する条例の規定

は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適

用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例

による。 

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   令和８年６月３日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

高校生年代の子どもへの医療費の助成方法を変更するため、条例の一部を改

正する必要がある。  
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議案甲第１６号 

 

   多久市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する     

   条例 

 

 多久市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例（昭和５５年多久市条例第２

８号)の一部を次のように改正する。  

 

 第２条に次の１号を加える。  

 (８) 保険医療機関等  社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪

問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。 

 第３条に次の１項を加える。  

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、前条第１号及び第２号に掲げる者（同

条第４号の児童にあっては、その養育者）に監護されている児童であって、

進学等の理由により多久市内に住所を有しないものを助成対象者とすること

ができる。 

 第４条の見出し中「制限」を「制限等」に改め、同条中「定める医療費を支

給しない」を「よる医療費の助成をしないものとする」に改め、同条第１号中

「その他の法令等により、医療費の全額給付を受けるとき」を「の規定により、

保護の適用を受けているとき（保護停止期間を除く。）」に改め、同条中第２

号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、同条に次の２項を加え

る。 

２ 次条の規定にかかわらず、助成事由が第三者行為によって生じた場合にお

いて、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行わ

れるときは、その額の限度において助成をしないものとする。  

３ 市長は、助成事由が第三者行為によって生じた場合において、この条例に

よる助成を行ったときは、その助成額の限度において、助成対象者が第三者

に対して有する損害賠償の請求権を取得するものとする。  

 第５条を次のように改める。  
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 （助成の額） 

第５条 市長は、助成対象者が県内の保険医療機関等において保険給付を受け

た場合は、保険医療機関等が保険者に請求する診療報酬明細ごとに、当該助

成対象者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を

助成するものとする。  

 (１) 保険医療機関等への入院に係る保険給付を受けた場合  一部負担金か

ら１月につき５００円を控除した額  

 (２) 前号に掲げるもの以外に係る保険給付を受けた場合  一部負担金から

１回につき５００円を控除した額（一部負担金の額が５００円に満たな

い場合は、当該一部負担金の額）。ただし、保険給付を２回以上受ける

場合の２回目以降については、０円  

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、受給資格者が薬局において保険給付を

受けた場合は、一部負担金に相当する額の全額を助成するものとする。  

３ 第１項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ

て行う病院又は診療所は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ

個別の保険医療機関等とみなす。  

４ 第１項及び第２項の規定による助成は、他の法令等により国又は地方公共

団体による医療給付を受けた場合及び社会保険各法の規定に基づき規則、定

款等により付加給付等を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を

除くものとする。  

 第６条中「又はその保護者は、前条に定める医療費助成金（以下「助成金」

という。）」を「が医療費の助成」に改める。  

 第７条第２項中「８月３１日」を「１０月３１日」に、「９月１日」を「１

１月１日」に改める。  

 第８条中「医療機関又は指定調剤薬局等」を「保険医療機関等」に改める。  

 第９条を次のように改める。  

 （助成の方法）  

第９条 市長は、助成対象者が保険医療機関等において保険給付を受けた場合

には、保険医療機関等の請求に基づき、助成すべき額を当該保険医療機関等
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に支払うものとする。  

２ 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し助成を行ったも

のとみなす。 

 第１３条を第１５条とし、同条の前に次の１条を加える。  

 （高額療養費等の受領権）  

第１４条 市長は、第５条の規定により助成を行った場合においては、その助

成額の限度において受給資格者が保険者に対して有する高額療養費及び高額

介護合算療養費の受領権を取得するものとする。  

 第１２条中「給付」を「医療費の助成」に改め、同条を第１３条とする。  

 第１１条第１項中「助成金の給付」を「この条例による医療費の助成」に改

め、同条第２項を削り、同条を第１２条とする。  

 第１０条を第１１条とし、第９条の次に次の１条を加える。  

 （助成の申請） 

第１０条 受給資格者は、前条の規定にかかわらず、保険医療機関等で一部負

担金又は医療費の全額を支払った場合において、医療費の助成を受けようと

するときは、市長に申請しなければならない。  

２ 前項の申請は、一部負担金又は医療費の全額を支払った日から起算して１

年以内に行わなければならない。  

３ 市長は、第１項の申請があったときは、その内容を審査し、第５条第１項

又は第２項の規定により助成すべき額を受給資格者に助成するものとする。  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１１月１日から施行する。ただし、附則第３項の規

定は、公布の日から施行する。  

 （経過措置） 

２  この条例による改正後の多久市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

（以下「新条例」という。）の規定は、この条例の施行の日以後に行われる

医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療
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費の助成については、なお従前の例による。  

３ 令和８年９月１日から令和８年１０月３１日までに交付した受給資格証の

有効期間は、第７条第２項の規定にかかわらず、当該交付日から令和９年１

０月３１日までとする。  

４ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の多久市ひとり親家庭等医

療費助成に関する条例第７条第１項の規定により交付されている受給資格証

は、新条例第７条第１項の規定により交付された受給資格証とみなす。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   令和８年６月３日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

 ひとり親家庭等への医療費の助成方法を変更するため、条例の一部を改正す

る必要がある。 
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議案甲第１７号 

 

多久市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  

 

 多久市下水道事業の設置等に関する条例（令和４年多久市条例第２９号）の

一部を次のように改正する。  

 

第５条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に

改める。 

 

   附 則 

 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第６５号）附

則第１条第３号に掲げる規定の施行の日（令和８年９月２４日）から施行する。 

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   令和８年６月３日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

 地方自治法の一部改正に伴い、条例の一部を改正する必要がある。  
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議案乙第１４号 

 

   専決処分の承認について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令

和７年度多久市一般会計補正予算（第９号）について、次のとおり専決処分し

たので、同条第３項の規定により報告し、市議会の承認を求める。  

 

 

   令和８年６月３日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

 令和７年度多久市一般会計補正予算（第９号）を専決処分したので、承認を

求める必要がある。  
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専決第５号 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令

和７年度多久市一般会計補正予算（第９号）について、別冊のとおり専決処分

する。 

 

 

   令和８年３月３１日  

 

                 多久市長  香 月  正 則 
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議案乙第１５号 

 

   専決処分の承認について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令

和７年度多久市病院事業清算特別会計補正予算（第３号）について、次のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、市議会の承認を求める。  

 

 

   令和８年６月３日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     

 

（提案理由） 

 令和７年度多久市病院事業清算特別会計補正予算（第３号）を専決処分した

ので、承認を求める必要がある。  
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専決第６号 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令

和７年度多久市病院事業清算特別会計補正予算（第３号）について、別冊のと

おり専決処分する。  

 

 

   令和８年３月３１日  

 

                 多久市長  香 月  正 則 
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報告第１号 

 

   令和７年度多久市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について    

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第１項の規定に基

づき、令和７年度多久市一般会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を繰

り越したので、同条第２項の規定により、別紙のとおり報告する。  

 

 

   令和８年６月３日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     

 

 



 28 

 

既
収

入

特
定

財
源

国
支

出
金

県
支

出
金

地
　

方
　

債
そ

　
の

　
他

円
円

円
円

円
円

円
円

定
住

促
進

事
業

6
2
,
1
9
1
,
0
0
0

0
0

す
く

す
く

赤
ち

ゃ
ん

紙
お

む
つ

支
給

事
業

1
,
3
3
0
,
0
0
0

1
,
3
0
1
,
8
4
0

9
7
2
,
0
0
0

3
2
9
,
8
4
0

0

よ
か

多
久

ク
ー

ポ
ン

券
（

第
５

弾
）

発
行

事
業

2
2
4
,
5
9
7
,
0
0
0

2
1
8
,
6
2
4
,
0
0
0

2
0
8
,
3
9
6
,
0
0
0

1
0
,
2
2
8
,
0
0
0

0

住
民

基
本

台
帳

シ
ス

テ
ム

改
修

事
業

9
0
9
,
0
0
0

9
0
9
,
0
0
0

9
0
9
,
0
0
0

0

戸
籍

シ
ス

テ
ム

改
修

事
業

9
9
0
,
0
0
0

9
9
0
,
0
0
0

9
9
0
,
0
0
0

0

3
民

生
費

1
社

会
福

祉
費

住
基

ネ
ッ

ト
専

用
回

線
切

替
え

業
務

3
0
8
,
0
0
0

3
0
8
,
0
0
0

3
0
8
,
0
0
0

2
児

童
福

祉
費

物
価

高
対

応
子

育
て

応
援

手
当

支
給

事
業

5
1
,
5
4
4
,
0
0
0

3
,
3
7
1
,
0
0
0

3
,
3
7
1
,
0
0
0

0

1
保

健
衛

生
費

水
道

事
業

運
営

基
盤

強
化

推
進

等
事

業
出

資
金

6
7
,
7
0
0
,
0
0
0

6
7
,
7
0
0
,
0
0
0

6
7
,
7
0
0
,
0
0
0

0

農
業

用
施

設
整

備
事

業
3
,
6
8
4
,
0
0
0

3
,
6
8
4
,
0
0
0

3
,
6
8
4
,
0
0
0

農
業

水
路

等
長

寿
命

化
・

防
災

減
災

事
業

3
0
,
4
2
4
,
0
0
0

3
0
,
4
2
4
,
0
0
0

2
7
,
9
8
9
,
0
0
0

5
0
0
,
0
0
0

1
,
9
3
5
,
0
0
0

鉱
害

施
設

維
持

管
理

事
業

4
,
8
5
0
,
0
0
0

2
,
6
6
2
,
0
0
0

2
,
6
6
2
,
0
0
0

0

森
林

経
営

管
理

事
業

1
0
,
4
6
3
,
0
0
0

3
,
1
0
0
,
0
0
0

3
,
1
0
0
,
0
0
0

0

森
林

環
境

保
全

整
備

事
業

1
8
,
1
0
9
,
0
0
0

3
,
9
6
8
,
5
0
0

1
,
9
8
4
,
0
0
0

1
,
9
8
4
,
5
0
0

1
総

務
管

理
費

3
戸

籍
住

民
基

本
台

帳
費

農
林

業
費

左
　

　
の

　
　

財
　

　
源

　
　

内
　

　
訳

一
般

財
源

未
 
収

 
入

 
特

 
定

 
財

 
源

金
　

 
 
 
額

2
総

務
費

4
衛

生
費

6

林
業

費
21

農
業

費

別
紙

令
和

７
年

度
 
多

久
市

一
般

会
計

繰
越

明
許

費
繰

越
計

算
書

款
項

事
　

　
業

　
　

名
翌

年
度

繰
越

額



 29 

 

7
商

工
費

1
商

工
費

温
泉

保
養

宿
泊

施
設

自
家

発
電

装
置

修
繕

事
業

95
7,
00
0

0
0

道
路

維
持

修
繕

事
業

15
,3
20
,0

00
1,
78
6,
00
0

1,
78

6,
00

0

公
共

施
設

等
適

正
管

理
推

進
事

業
（

道
路

事
業

）
20

,7
00
,0
00

20
,2
91

,0
00

18
,2

00
,0

00
2,
09

1,
00

0

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
事

業
（

道
路

事
業

）
5,
19
0,
00

0
5,
19
0,

00
0

2,
48

5,
00

0
2,
00

0,
00

0
70

5,
00

0

道
路

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

事
業

10
3,
21
6,
00
0

68
,1
52

,0
00

35
,3

42
,0
00

26
,9

00
,0

00
5,
91

0,
00

0

交
通

安
全

施
設

整
備

単
独

事
業

1,
54
1,
00

0
88
7,

00
0

88
7,

00
0

市
河

川
補

修
事

業
87
6,
00
0

87
6,
00
0

87
6,

00
0

緊
急

浚
渫

推
進

事
業

32
,8
00
,0

00
23
,0
00
,0
00

23
,0

00
,0

00
0

緊
急

自
然

災
害

防
止

対
策

事
業

18
,4
00
,0

00
18
,4
00
,0
00

18
,4

00
,0

00
0

公
共

施
設

等
適

正
管

理
推

進
事

業
（

河
川

事
業

）
20
,0
00
,0

00
20
,0
00
,0
00

18
,0

00
,0

00
2,
00

0,
00

0

排
水

路
維

持
事

業
1,
60
0,
00

0
1,
60
0,

00
0

1,
60

0,
00

0

4
都

市
計

画
費

都
市

計
画

道
路

見
直

し
事

業
3,
49
0,
00

0
3,
47
6,

00
0

82
6,

00
0

2,
65

0,
00

0

耐
震

性
貯

水
槽

設
置

事
業

19
,0
00
,0
00

11
,9
81

,0
00

3,
99

6,
00

0
7,
90

0,
00

0
85

,0
00

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
作

成
事

業
12

,0
21
,0
00

4,
01
8,

50
0

2,
00

0,
00

0
2,
01

8,
50

0

地
域

未
来

交
付

金
事

業
（

地
域

防
災

緊
急

整
備

型
）

5,
86
5,
00

0
5,
86
5,

00
0

2,
93

0,
00

0
2,
93

5,
00

0

2
義

務
教

育
学

校
費

東
原

庠
舎

西
渓

校
後

期
体

育
館

消
防

設
備

修
繕

事
業

95
7,
00
0

95
7,
00
0

95
7,

00
0

3
社

会
教

育
費

文
化

財
景

観
向

上
事

業
85
8,
00
0

85
8,
00
0

84
7,

00
0

11
,0

00

消
防

費

1
0

教
育

費

2
道

路
橋

り
ょ

う
費

8
土

木
費

9
消

防
費

3
河

川
費

1



 30 

 

現
年

発
生

農
地

災
害

復
旧

事
業

6,
00
0,
00
0

4,
59
6,
00
0

2,
29
8,
00
0

10
0,
00
0

1,
14
9,
00
0

1,
04
9,
00
0

現
年

発
生

農
業

用
施

設
災

害
復

旧
事

業
13
,2
00
,0
00

10
,7
02
,0
00

6,
42
1,
00
0

2,
14
0,
00
0

2,
14
1,
00
0

過
年

発
生

林
道

災
害

復
旧

事
業

15
4,
45
4,
00
0

11
9,
77
5,
10
0

11
6,
06
2,
00
0

3,
00
0,
00
0

71
3,
10
0

現
年

発
生

林
道

災
害

復
旧

事
業

3,
00
0,
00
0

3,
00
0,
00
0

1,
50
0,
00
0

20
0,
00
0

1,
30
0,
00
0

現
年

発
生

公
共

土
木

施
設

補
助

災
害

復
旧

事
業

16
,5
00
,0
00

16
,5
00
,0
00

10
,5
81
,0
00

5,
20
0,
00
0

71
9,
00
0

現
年

発
生

公
共

土
木

施
設

単
独

災
害

復
旧

事
業

10
,0
00
,0
00

10
,0
00
,0
00

10
,0
00
,0
00

94
3,
04
4,
00
0

68
8,
95
2,
94
0

0
27
2,
79
8,
00
0

15
6,
25
4,
00
0

19
1,
10
0,
00
0

20
,4
55
,8
40

48
,3
45
,1
00

2
農

林
業

施
設

災
害

復
旧

費

1
1

災
害

復
旧

費

3
公

共
土

木
施

設
災

害
復

旧
費

計



 31 

報告第２号 

 

   令和７年度多久市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について  

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第１項の規定に基づ

き、令和７年度多久市下水道事業会計予算の一部を繰り越したので、同条第３

項の規定により、別紙のとおり報告する。  

 

 

   令和８年６月３日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     
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報告第３号 

 

   令和７年度多久市土地開発公社事業報告及び決算について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、令和７年度多久市土地開発公社事業報告及び決算について別冊のとおり報

告する。 

 

 

   令和８年６月３日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     
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報告第４号 

 

   令和８年度多久市土地開発公社事業計画及び予算について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、令和８年度多久市土地開発公社事業計画及び予算について別冊のとおり報

告する。 

 

 

   令和８年６月３日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     
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報告第５号 

 

   令和７年度公益財団法人孔子の里事業報告及び決算について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、令和７年度公益財団法人孔子の里事業報告及び決算について別冊のとおり

報告する。 

 

 

   令和８年６月３日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     
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報告第６号 

 

   令和８年度公益財団法人孔子の里事業計画及び予算について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、令和８年度公益財団法人孔子の里事業計画及び予算について別冊のとおり

報告する。 

 

 

   令和８年６月３日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     
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報告第７号 

 

   令和７年度一般財団法人多久市学校給食振興会事業報告及び決算

について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、令和７年度一般財団法人多久市学校給食振興会事業報告及び決算について

別冊のとおり報告する。  

 

 

   令和８年６月３日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     
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報告第８号 

 

   令和８年度一般財団法人多久市学校給食振興会事業計画及び予算

について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、令和８年度一般財団法人多久市学校給食振興会事業計画及び予算について

別冊のとおり報告する。  

 

 

   令和８年６月３日 

 

                 多久市長  香 月  正 則     
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報告第９号 

 

   専決処分の報告について  

 

 市長の専決処分事項指定の件（平成２２年１２月１４日議決）第６号の規定

により、別紙のとおり専決処分したので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１８０条第２項の規定により報告する。  

 

 

   令和８年６月３日  

 

                 多久市長  香 月  正 則     
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専決第７号 

 

専 決 処 分 書 

 

 市長の専決処分事項指定の件（平成２２年１２月１４日議決）第６号の規定

により、損害賠償の額の決定について、次のとおり専決処分する。  

 

 

   令和８年３月３１日  

 

                 多久市長  香 月  正 則 

 

事故の内容 訪問先の駐車場から出庫する際、駐車中の車両に接触し、

破損させた。 

事故発生年月日 令和７年１１月２１日 

損害賠償の相手方  多久市内在住者 

損害賠償の額 ３６０，４００円（物件損害）  

 

 


